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タイムラインの作成（修正）について 

 

１ 現状 

タイムラインは、関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し、防災行動とその

実施主体を時系列で整理した行動計画を作成するものです。 

水位周知河川に指定の河川について、タイムラインを作成することとしており、現在、20市

町村 32 河川において作成済みです。 

河川課で策定の支援を行いますので、今年度中にすべての対象市町村、河川で策定するよう

取組みをお願いします。 

 

２ タイムラインの対象 

  対象とする災害：台風の接近・上陸に伴う洪水 

  対象とする河川：水位周知河川に指定されている河川 

 

３ タイムラインの修正 

気象庁で警戒レベルの運用が開始されたことから、作成済のタイムラインについて修正が必

要となる場合があります。 

  

（１）現行のタイムライン 
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（２）タイムライン修正（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）修正内容 

 避難勧告等に関するガイドライン（発令基準・防災体制編）の運用が開始され、レベル３

の避難準備・高齢者等避難開始、レベル 4 の避難勧告、避難指示、レベル５の災害発生情報

をタイムラインに反映させるように修正をお願いいたします。 
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４ その他 

  新たに水位周知河川に指定される河川については、タイムライン作成に向けた検討を進めて

いただき、可能な限り早期にタイムラインの作成をお願いします。 

  なお、既にタイムラインを作成済みの市町村・河川においては、災害時における運用結果や

水防訓練等を踏まえて、タイムラインの見直しが必要となった場合は、県河川課まで連絡をお

願いします。 
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